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平成 30年 1月臨時会補正予算の概要について 

平成 30 年 1 月 23 日
大山町総務課作成 

１ 一般会計補正予算（第９号）について 

今回補正額  ４，２８７万８千円
  内訳 
  国県支出金         ５７７万５千円 
  そ の 他         ４９５万１千円 
 一 般 財 源（繰越金）  ３，２１５万２千円 

補正後の額 １０９億７，６７１万４千円  
（補正前１０９億３，３８３万６千円） 

【参考】 
昨年度１月末現在予算額    １３２億９，５０８万５千円 

（前年度比 ２３億１，８３７万１千円の減） 

（１） 歳入補正 

【国県支出金】 
 ●経営体育成支援事業補助金 ５７７万５千円 
  経営体育成支援事業に係る県補助金の増額 

【その他】
●中山間地域等直接支払推進事業返還金 ４９５万１千円 
・協定農用地内での開発行為に伴う農地転用による返還 

  ・集落内で協定参加不同意となった協定農用地の除外に係る返還 
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（２）主な歳出補正 
【新規事業】
●経営体育成支援事業 ５７７万５千円（要求課 農林水産課） 
（県支出金 ５７７万５千円） 
  人・農地プランに位置づけられた中心経営体等が行う機械等の取得に要す
る経費の 3/10 を上限に助成を行う。国事業採択されたことに伴う増額補正 
●大山支所交通安全指導車購入 ２７３万９千円（要求課 企画情報課） 
 （一般財源 ２７３万９千円） 
  交通指導員による交通安全啓発やイベント動員での使用が多く、今後にお
いても円滑に活動できるよう交通安全指導車更新する 

【追加事業】
●公債費 ２，９４８万１千円（要求課 総務課） 
（一般財源 ２，９４８万１千円） 
 町道改良事業に係る平成２８年度借入の財政融資資金繰上償還分及び加算金 
●中山間地域等直接支払推進事業 ３７１万４千円（要求課 農林水産課） 
 （その他 ４９５万１千円、一般財源 △１２３万７千円） 
  集落協定で返還事由が発生したことによる中山間地域等直接支払推進事業
に係る過年度県支出金返還金の増額補正 
●獣肉解体処理施設建設事業 １３２万８千円（要求課 農林水産課）
（一般財源 １３２万８千円） 
  施設建設予定地内の土中の旧焼却施設の基礎コンクリートを撤去しなけれ
ば配管工事に支障をきたすことが判明し、解体撤去費用の増額補正 
●中山公民館施設修繕料 １３６万１千円（要求課 人権・社会教育課） 
（一般財源 １３６万１千円） 
公民館１階ホールのエアコンが、コンプレッサー故障のため使用できなく
なっており、早急にエアコン修繕を行うための増額補正 

【減額事業】
●御来屋漁港臨港道路修繕工事 △３４０万円（一般財源 ３４０万円） 
  臨港道路側溝新設工事を行わないこととなったことによる減額 


